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春
は
旅
立
ち
の
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で
す
ね
。
ご

卒
園
、
ご
卒
業
さ
れ
る
み
な
さ
ま
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
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え
る
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は
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待
と
不
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じ
っ
た
時
期
を
お
過
ご
し

か
と
思
い
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す
が
、
ご
家
族
や
親
し

い
方
々
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と
っ
て
は
、
う
れ
し
く
も

あ
り
、
寂
し
く
も
あ
り
、
と
い
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時

期
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
新
生

活
を
迎
え
る
方
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

と
し
て
、
防
災
グ
ッ
ズ
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
懐
中
電
灯
。
家
に
置
く

も
の
や
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
に
付

け
ら
れ
る
小
型
の
も
の
も
あ
り
ま

す
。
暗
い
場
所
ど
こ
で
も
使
え
る
の

で
、
防
災
と
防
犯
を
兼
ね
た
一
石
二

鳥
の
ア
イ
テ
ム
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
引
っ
越
し
を
す
る
方

に
は
家
具
固
定
グ
ッ
ズ
。
突
っ
張
り

棒
や
ジ
ェ
ル
状
の
も
の
な
ど
は
、
天

井
や
壁
を
傷
つ
け
ず
に
設
置
で
き
、

家
具
が
倒
れ
る
ま
で
の
時
間
を
稼

い
で
く
れ
ま
す
。

一
人
暮
ら
し
を
始
め
る
若
者
に

は
食
料
も
お
す
す
め
で
す
。
賞
味
期

限
の
長
い
物
に
限
ら
ず
、
普
通
の
缶

詰
や
乾
物
な
ど
で
構
い
ま
せ
ん
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「
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
ビ
ニ
が
冷
蔵

庫
」
の
生
活
の
中
で
は
身
に
つ
き
に

く
い
、
食
料
備
蓄
の
習
慣
づ
く
り
の

お
手
伝
い
が
で
き
ま
す
。

新
生
活
の
用
意
は
生
活
必
需
品

が
中
心
と
な
り
、
な
か
な
か
防
災
グ

ッ
ズ
に
ま
で
手
が
回
り
ま
せ
ん
。
そ

う
い
う
と
き
に
、「
新
し
い
生
活
が

始
ま
っ
て
も
、
元
気
で
安
全
に
過
ご

し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
を
込
め

た
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
ひ
と
味
違
う
も
の

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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定池 祐季
さだいけ ゆ き

東京大学大学院情報学環
総合防災情報研究センター（CIDIR）
特任助教

剣淵町出身。北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修
了、博士（文学）。北海道大学助教を経て現職。専門は、災
害社会学・防災教育。
北海道南西沖地震を奥尻島で経験、災害復興と地域防災に
関する研究に取り組むほか、各地で防災教育活動を展開して
いる。２０１４年より厚真町防災アドバイザー。

新生活に備えて

胆振・日高地方は、道内の日本海側など他の地域と比較すると、内陸の一部を除き降
雪量が少ない地域にあたります。しかし、強い冬型の気圧配置によって局地的な大雪に
なる場合や１月から３月にかけては、本州から近づく発達した低気圧の影響により広い
範囲で大雪となることが、たびたびあります。
大雪による災害は、道路の通行止めや公共交通機関の遅延・運休などの交通障害、電

線着雪等による電力障害、樹木の枝折れやビニールハウスの倒壊などの農業被害のほ
か、雪崩や融雪による災害があります。そして、これらの災害が複合して発生した場合
には、地域住民の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
大雪が予想される場合、気象台は大雪に関する注意報、警報、特別警報、気象情報を

発表します。これらの防災気象情報を利活用して、大雪による災害
に備えましょう。
また、住宅周辺の除雪や屋根の雪下ろし作業中に、転落や落雪等

による事故が各地で多く発生しています。雪が止んだ後でも作業を
する際には十分な注意が必要です。

＞＞大雪による災害について

問い合わせ 室蘭地方気象台 緯０１４３－２２－４２４９

【 休 診 日 】火・木・日曜日・祝日
※日・祝日に加えて火・木曜日も休診となりますのでご注意ください。

【診療時間】月・水・金曜日 9：00～12：00、14：00～18：30
土曜日 9：00～12：00問い合わせ 厚真歯科 ☎27－2912

４月から
厚真歯科の休診日が変わります
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◆電源立地地域対策交付金事業
電源立地地域対策交付金とは、発電施設の設置や運

転の円滑化を図るため、電源地域の市町村で行われる
公共施設の整備や、地域住民の福祉の向上を目的とし
た事業に対して交付されるものです。
厚真町には苫東厚真発電所があり、平成２８年度は

１，６７６万円が交付され、学校給食センターの厨房機器
の更新に充当し、生徒と児童の健全育成のために活用
されています。
また、平成15年に電源交付金で創設した総合ケアセ

ンター維持運営基金から総合ケアセンター管理運営
事業に１，３００万円を充当し、活用しています。

◆石油貯蔵施設立地対策等交付金事業
石油貯蔵施設立地対策等交付金とは石油
貯蔵施設の設置にともない、周辺の地域にお
ける住民の福祉の向上を図るため、地域の市
町村で行われる公共施設の整備事業に対し
て交付されるものです。
厚真町には石油備蓄基地があり、平成2８年
度は５，６１３万円が交付され、町道豊沢富野線
の整備と、上厚真中央公園の整備に向けた基
金造成に活用されています。

交付金を
活用しています

問い合わせ
総務課財政グループ（☎27－2481）

北海道日本ハムファイターズでは５月30日（火）午
後６時から札幌ドームで開催される横浜DeNA戦のC
指定席に厚真町内にお住まいの方50組100人をご招待
します。※応募多数の場合は抽選となります。

北海道日本ハムファイターズ戦にご招待

申込方法
球団Web（パソコン・スマートフォン・携帯）からお申込
みください。
【パソコンの場合】http://www.fighters.co.jp/kansen/に
アクセスし、申込フォームに必要事項をご入力ください。
【スマ－トフォン・携帯の場合】右のQR
コードよりアクセスし、申込フォームに所
定事項をご入力ください。
申込期間
４月１日（土）～４月17日(月)
その他
当選者の方で別の席種をご希望される場合は、試合日当日

に札幌ドーム場内前売券売場にて座席変更を受け付けしま
す（有料・席数限りあり）。
当選通知は、試合日の1週間前までにメールにて送付しま

す。〔fighters.co.jp〕および〔fmail.fighters.co.jp〕の各ド
メインからのメールを受信できるよう事前に設定をお願い
します。
また、ご応募いただきました個人情報は㈱北海道日本ハム

ファイターズが適切に管理し本件を含むチケット関連のダ
イレクトメール・アンケート等による案内以外には利用され
ません。
注意事項
会場内でファウルボールや折れたバット等により負傷さ

れた場合、応急処置はいたしますが、主催者・球場管理者に
帰責事由がある場合を除き、その後の責任は負いかねますの
で、ご了承ください。
問い合わせ
北海道日本ハムファイターズ お客様センター
☎011-857-3939

6月の札幌の街を舞台に開催される「第26回ＹＯ
ＳＡＫＯＩソーラン祭り」では、チームの演舞を審査
する「市民審査員」を全国から募集します！ＹＯＳ
ＡＫＯＩソーラン祭りの審査は、あなたが演舞を見て
感じた「感動」を審査基準としており、特別な技
術や知識は全く必要ありません。今までは観客と
してお祭りをご覧になっていた方も、これまでな
かなか祭りになじみのなかった方も、この機会に
審査員としてお祭りに参加してみませんか？

◆審査日程 6月10日（土）、11日（日）
◆審査場所 大通公園など札幌市内約20会場
◆応募条件 ①祭りの理念および本募集要綱に賛
同し、真剣に演舞を審査していただける方②平成
29年６月時点で中学生以上の方③チーム関係者
以外の方④６月10日・11日の指定された時間（い
ずれか１日）に審査可能な方
◆募集期間
４月２1日（金）まで※締切日必着
◆応募方法
①公式ホームページの応募フォームより申し込み
⇒ http://www.yosakoi-soran.jp/（パソコン・
スマートフォンより申し込みできます）
②応募用紙で申し込み
⇒実行委員会に連絡のうえ応募用紙を取り寄せ、
FAXあるいは郵便にてお送りください。
◆問い合わせ・応募用紙送付先
〒060-0001北海道札幌市中央区北１条西２丁
目 北海道経済センター４F
YOSAKOIソーラン祭り実行委員会（担当：伊藤）
電話：011－231－4351
ファックス：011－233－4351
Eメールアドレス：shinsa@yosakoi-soran.jp

厚真町民応援デー YOSAKOIソーラン祭り
市民審査員を募集します
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め
る
者

②
短
期
大
学
ま
た
は
高
等
専
門
学

校
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び
平
成
３０

年
３
月
ま
で
に
短
期
大
学
ま
た
は

高
等
専
門
学
校
を
卒
業
す
る
見
込

み
の
者

■
申
し
込
み
受
付
期
間

３
月
３１
日（
金
）～
４
月

３１

１２
日（
水
）

■
申
し
込
み
方
法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
次
の
U
R

L
よ
り
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.jinji.go.jp/saiy

o/siken/sennm
onnsyoku_da

isotsu/zaim
u/zaim

u_daisotu
.htm

l

■
試
験
日

第
１
次
試
験

６
月
１１
日（
日
）

■
問
い
合
わ
せ

財
務
省
北
海
道
財
務
局
人
事
課

人
事
係（
☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２

３
１
１

内
線
４
２
５
２
）

札
幌
国
税
局
で
は
、国
税
局
や
税

務
署
に
お
い
て
、税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
国
税
専
門

官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
受
験
資
格

◆
昭
和
６２
年
４
月
２
日
～
平
成
８

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

◆
平
成
８
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
大
学
を
卒
業
し
た
な
ど

別
に
定
め
る
者

■
申
し
込
み
受
付
期
間

３
月
３１
日（
金
）午
前
９
時
～
４
月

１２
日（
水
）〔
受
信
有
効
〕

■
申
し
込
み
方
法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
次
の
U
R

L
よ
り
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.jinji-shiken.go.j

p/juken.htm
l

■
試
験
日

第
１
次
試
験

６
月
１１
日（
日
）

第
２
次
試
験

７
月
１２
日（
水
）～

７
月
１９
日（
水
）の
指
定
す
る
日

■
問
い
合
わ
せ

札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用

担
当（
☎
０
１
１
―
２
３
１
―
５
０

１
１

内
線
２
３
１
５
）ま
た
は
最

寄
り
の
税
務
署（
総
務
課
）ま
で

苫
小
牧
地
域
職
業
訓
練
セ
ン

タ
ー
で
は
毎
月
、パ
ソ
コ
ン
講
習
を

行
っ
て
い
ま
す
。

４
月
は
初
級
者
向
け
1
コ
ー
ス

（
初
め
て
の
パ
ソ
コ
ン
）、中
級
者
向

け
2
コ
ー
ス（
エ
ク
セ
ル
2
0
1
0

で
作
る
集
計
表
初
級
、パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
2
0
1
0
を
使
っ
て
発
表
資

料
作
成
）、上
級
者
向
け
1
コ
ー
ス

（
エ
ク
セ
ル
2
0
1
0
で
作
る
集
計

表
中
級
）の
計
4
コ
ー
ス
を
実
施
予

定
で
す
。

■
講
習
の
日
程・受
講
料
な
ど

詳
し
く
は
苫
小
牧
地
域
職
業
訓

練
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

苫
小
牧
地
域
職
業
訓
練
セ
ン

タ
ー（
☎
０
１
４
４
―
５
５
―
６
６

２
２
）〈
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〉http://

w
w
w
.tom

akom
ai.ac.jp/

自
動
車
税
は
、4
月
1
日
現
在
の

登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
る
税

金
で
す
。引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ

っ
た
と
き
な
ど
は
、運
輸
支
局
で
変

更
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。次
の
場

合
は
運
輸
支
局
で
登
録
手
続
き
が

必
要
で
す
。

・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き（
変
更
登

録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
と
き（
移
転

登
録
）

・
自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た

と
き（
抹
消
登
録
）

平
成
29
年
度
の
自
動
車
税
納
税

通
知
書
を
確
実
に
お
届
け
す
る
た

め
に
、3
月
中
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い
と

き
は
、札
幌
道
税
事
務
所
に
ご
連
絡

い
た
だ
く
か
、道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
自
動
車
税
の
住
所
変
更
手
続

き
が
可
能
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

（
☎
０
１
１
―
７
４
６
―
１
１
９

７
）

http://w
w
w
.pref.hokkaido.l

g.jp/sm
/zim

/address/index.
htm

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を

お
忘
れ
な
く

パ
ソ
コ
ン
講
習
を

行
っ
て
い
ま
す

財
務
専
門
官
採
用
試
験

国
税
専
門
官
採
用
試
験

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

協会けんぽ北海道支部からのお知らせです
平成29年度北海道支部の保険料率が変更になります

３月分【４月納付・５月１日納付期限分】から変更となります。（任意継続被
保険者の方は４月分【４月１０日納付期限分】から変更となります。）皆さまの
ご理解とご協力をお願いいたします。

全国健康保険協会北海道支部 ☎011-726-0352（代表）

健康保険料 平成28年度 10.15％ ➡ 平成29年度 10.22％(+0.07%)

平成28年度 1.58％ ➡ 平成29年度 1.65％(+0.07%)介護保険料

ＨＨ2Ｈ299．．３３2233

環
境
行
動
目
標

ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
！
環
境
に
優
し
い
運
転
を

厚
真
町
環
境
対
策
町
民
会
議

●名称：「北海道国民健康保険運営方針（原案）」 ●意見の募集期間：３月31日（金）まで
●問い合わせ：北海道保健福祉部健康安全局国保医療課 ☎011‐231‐4111内線25‐808
（ホームページ）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/kak/kouikika_junbi_index.htm

「北海道国民健康保険運営方針」の策定にあたり、道民の皆さまからご意
見を募集します。関係書類は道のホームページ、道庁別館行政センター、
各総合振興局・振興局（石狩を除く）などで閲覧できます。

パブリックコメント

道民意見を募集します

苫小牧市交通安全センターで行っている運転免許証更新時講習
（優良）の日程をお知らせします。

※このほかの講習日程（一般、違反、初回）については、下記までお
問い合わせください。
問い合わせ （一社）苫小牧地区交通安全協会 緯０１４４－３３－１４５８

４月の運転免許証更新時講習の日程

３日（月）、４日（火）、６日（木）、１０日（月）
１３日（木）、１４日（金）、１８日（火）、２０日（木）
２５日（火）、２７日（木）、２８日（金）

１０：３０～１１：００

７日（金）、１９日（水）１３：３０～１４：００
１２日（水）、２６日（水）１５：３０～１６：００

あつまるくんinつみき

２月７日にこぐまクラブ主催の交通安全教室
に参加したまる。
こども園つみきの園児と一緒に横断歩道の
渡り方を勉強したまる。イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
た
め

に
、
ま
ち
な
か
交
流
館
し
ゃ

べ
ー
る
に
行
き
ま
し
た
。
雑

貨
ス
ペ
ー
ス
に
は
、
ハ
ン
ド

メ
イ
ド
の
作
品
が
た
く
さ
ん

並
ん
で
い
ま
し
た
。
木
の
ぬ

く
も
り
を
感
じ
る
木
工
の
ス

プ
ー
ン
や
食
器
、
可
愛
ら
し

い
色
鮮
や
か
な
プ
ラ
板
の
ヘ

ア
ゴ
ム
、
お
し
ゃ
れ
な
陶
芸

の
湯
飲
み
な
ど
目
移
り
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
手
先
が
不

器
用
な
私
に
と
っ
て
、
作
品

を
作
っ
て
い
る
方
々
に
憧
れ

ま
す
。（
夢
）

佳

夏

可

嫁

加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

嘉
嘉
嘉
嘉
嘉
嘉

嘉
嘉
嘉
嘉
嘉
嘉

マチの善意

葛応募方法 ハガキかＦＡＸで、クイズの答え・住
所・氏名・年齢・電話番号と、広報で取り上げてほ
しい内容や町への意見・感想等を書いてください。

葛しめ切り（当日消印有効） ３月３1日（金）
葛あて先 〒059－1692厚真町京町１２０番地
厚真町役場 広報クイズ係（ＦＡＸ27－2328）

【２月号の答え】10回
２月号は1５人全員正解でした。
抽選の結果、当選者には後日賞品発送をします。

「広報あつま」を読んでクイズに応募すると正解者の中から
抽選で５人に『図書カード』をプレゼントします。

－もんだいー
２月４日に開催されたスターフェスタの干支
文字焼きの文字は何だったでしょう？

あつま未来箱・インターネットでの
意見等受理状況

厚真町をより良い町にするため、皆さまのご
意見などをお寄せください。
お寄せいただいたご意見などは、今後の町政

の参考にさせていただきます。

〇平成２９年2月受理件数
２件（インターネット２件）

【あつま未来箱】
厚真町役場本庁舎、総合ケアセンターゆ

くり、青少年センター、厚南会館、あつま
クリニック、桂歯科クリニック、厚真歯科
の町内７カ所に設置されています。
【電子意見箱】
自宅から簡単に意見を投稿することがで

きます。町公式ホームページに設置されて
いる「お問い合わせ」からご利用ください。
●町ホームページ
http://www.town.atsuma.lg.jp/office

問い合わせ
まちづくり推進課 企画調整グループ
察２７－３１７９ 捌２７－２３２８
http://www.town.atsuma.lg.jp/office
※ファックスでもご意見を受け付けています

衛

疫

鋭

益
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あつま未来箱


